
JP 5900195 B2 2016.4.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顧客との間で紙幣の入出金の取引を行う自動取引装置であって、
　紙幣の授受が行われる授受口と、
　前記授受口の紙幣を前記自動取引装置内に入金する入金処理と、前記自動取引装置内の
紙幣を前記授受口に出金する出金処理とを行う紙幣処理部と、
　前記入金処理又は前記出金処理の際に、入金又は出金される各紙幣の記番号を記録する
記録部と、
　紙幣の真偽を判別する真偽判別部と、
　前記真偽判別部により真券と判別された紙幣を一時的に収納する一時収納部と、
　紙幣を収納する収納部と、
　を備え、
　前記紙幣処理部は、前記入金処理の際に、真券と判別された紙幣を前記一時収納部へ搬
送し、真券で無いと判別された紙幣を前記授受口へ搬送し、
　前記記録部は、前記入金処理の際に、前記一時収納部へ搬送された各紙幣の記番号、及
び前記授受口へ搬送された各紙幣の記番号と、各紙幣の搬送先とを対応付けて記録し、
　前記紙幣処理部は、前記授受口又は前記一時収納部に搬送された紙幣を所定の条件に基
づいて前記収納部にさらに搬送し、
　前記記録部は、さらに、前記収納部に搬送された各紙幣の記番号と前記収納部とを対応
付けて記録する、自動取引装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載の自動取引装置において、
　前記記録部は、前記真偽判別部により真券で無いと判別された理由を、前記記番号と共
に記録する、自動取引装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の自動取引装置において、
　前記出金処理の際に、前記真偽判別部により真券で無いと判別された紙幣を収納するリ
ジェクト庫と、
　を更に備え、
　前記記録部は、前記出金処理の際に、前記授受口へ搬送された各紙幣の記番号、及び前
記リジェクト庫へ搬送された各紙幣の記番号を記録する、自動取引装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の自動取引装置において、
　前記記録部は、前記記番号と、入金又は出金される紙幣の枚数とを記録する、自動取引
装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の自動取引装置において、
　前記収納部は、取り込み庫であり、
　前記紙幣処理部は、真券で無いと判別され前記授受口に搬送された紙幣が抜き取られな
かった場合に、前記授受口の紙幣を前記取り込み庫へ搬送し、
　前記記録部は、前記取り込み庫に搬送された各紙幣の記番号を記録する、自動取引装置
。
【請求項６】
　請求項５に記載の自動取引装置において、
　前記授受口に搬送された紙幣が抜き取られなかった場合に、前記紙幣処理部は、前記授
受口の紙幣及び前記一時収納部の紙幣を前記取り込み庫へ搬送し、
　前記記録部は、前記取り込み庫に搬送された各紙幣の記番号を記録する、自動取引装置
。
【請求項７】
　請求項１に記載の自動取引装置において、
　前記収納部は、金種別に紙幣を収納する複数のカセットであり、
　前記紙幣処理部は、前記一時収納部の紙幣を前記カセットに金種別に収納する収納処理
を更に行い、
　前記記録部は、前記収納処理の際に、前記カセットに収納された各紙幣の記番号と、各
紙幣の収納先のカセットとを対応付けて記録する、自動取引装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の自動取引装置において、
　前記カセットに収納された各紙幣の記番号を媒体に印字して出力する印刷部を更に備え
る、自動取引装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の自動取引装置において、
　前記印刷部は、前記カセットに収納された各紙幣の記番号を複数の媒体に分けて印字す
る、自動取引装置。
【請求項１０】
　請求項８に記載の自動取引装置において、
　前記印刷部は、
　少なくとも入金金額、口座番号、残高のいずれか一つを、第１媒体に印字し、
　前記第１媒体の印字と共に、前記記番号を第２媒体に印字する、自動取引装置。
【請求項１１】
　請求項９又１０に記載の自動取引装置において、
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　前記印刷部は、各媒体に同一の取引ＩＤも印字する、自動取引装置。
【請求項１２】
　請求項８に記載の自動取引装置において、
　前記印刷部は、少なくとも入金金額、口座番号、残高のいずれか一つと、各紙幣の記番
号とを、同一の媒体に印字する、自動取引装置。
【請求項１３】
　請求項７に記載の自動取引装置において、
　紙幣の記番号を含むメールを携帯端末に通知するサーバに、前記カセットに収納された
各紙幣の記番号を送信する送信部を更に備える、自動取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣の入出金の取引を行う自動取引装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金融機関のＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ｔｅｌｌｅｒ　ｍａｃｈｉｎｅ）に代表され
る自動取引装置は、銀行等の金融機関の支店やコンビニエンスストア等の店舗に設置され
ている。顧客は、自動取引装置に表示される表示画面において各種操作を行うことにより
、入金、出金および残高照会などの取引を行うことができる。
【０００３】
　ところで、下記の特許文献１（従来の技術の欄）に記載のように、自動取引装置の中に
は、自動取引装置に装填された紙幣は鑑別せずに出金する方法が取られている。また、特
許文献２には、入出金部から取り忘れた紙幣をリジェクト回収箱に回収する自動取引装置
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１６２７５１号公報
【特許文献２】特開２０１０－０３３４１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述した特許文献１、２に記載された自動取引装置においては、紙幣の入出金
の取引の際に様々な運用上の問題が発生しうる。
【０００６】
　例えば、顧客が取り忘れた紙幣を取り込むための取り込み庫は、複数の取引にわたって
紙幣を収納可能であるため、複数の取引が異なる顧客により行われた場合には、取り込み
庫の紙幣がどの顧客のものかを特定することができない。また、出金された紙幣が、偽造
した紙幣と交換された後に、故意に偽造した紙幣が取り忘れられる場合がある。かかる場
合には、偽造した紙幣が取り込み庫に取り込まれてしまうが、故意に交換されたことを示
す方法が存在しない。さらに、自動取引装置から偽札が出金されることがあるが、偽札混
入の原因を特定できない。なお、この原因としては、例えば、自動取引装置のカセットに
偽札を装填することが挙げられる。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、自動取引装置の運用の際に発生する問題に適切に対処可能な、新規かつ改良された自
動取引装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、顧客との間で紙幣の入出金の
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取引を行う自動取引装置であって、紙幣の授受が行われる授受口と、前記授受口の紙幣を
前記自動取引装置内に入金する入金処理と、前記自動取引装置内の紙幣を前記授受口に出
金する出金処理とを行う紙幣処理部と、前記入金処理又は前記出金処理の際に、入金又は
出金される各紙幣の記番号を記録する記録部と、紙幣の真偽を判別する真偽判別部と、前
記真偽判別部により真券と判別された紙幣を一時的に収納する一時収納部と、紙幣を収納
する収納部と、を備え、前記紙幣処理部は、前記入金処理の際に、真券と判別された紙幣
を前記一時収納部へ搬送し、真券で無いと判別された紙幣を前記授受口へ搬送し、前記記
録部は、前記入金処理の際に、前記一時収納部へ搬送された各紙幣の記番号、及び前記授
受口へ搬送された各紙幣の記番号と、各紙幣の搬送先とを対応付けて記録し、前記紙幣処
理部は、前記授受口又は前記一時収納部に搬送された紙幣を所定の条件に基づいて前記収
納部にさらに搬送し、前記記録部は、さらに、前記収納部に搬送された各紙幣の記番号と
前記収納部とを対応付けて記録する、自動取引装置が提供される。
【０００９】
　かかる自動取引装置によれば、記録部は、入金処理又は出金処理の際に、入金又は出金
される各紙幣の記番号を記録する。これにより、入金又は出金された紙幣を容易に特定で
きるので、故意に交換された紙幣や混入した偽札等を識別しやすくなる。また、紙幣の自
動取引装置内の収納先も把握しやすくなるので、元々所持していた顧客に紙幣を返却しや
すくなる。
【００１１】
　また、上記の自動取引装置において、前記記録部は、前記真偽判別部により真券で無い
と判別された理由を、前記記番号と共に記録することとしても良い。
【００１２】
　また、上記の自動取引装置において、紙幣の真偽を判別する真偽判別部と、前記出金処
理の際に、前記真偽判別部により真券で無いと判別された紙幣を収納するリジェクト庫と
、を更に備え、前記記録部は、前記出金処理の際に、前記授受口へ搬送された各紙幣の記
番号、及び前記リジェクト庫へ搬送された各紙幣の記番号を記録することとしても良い。
【００１３】
　また、上記の自動取引装置において、前記記録部は、前記記番号と、入金又は出金され
る紙幣の枚数とを記録することとしても良い。
【００１４】
　また、上記の自動取引装置において、前記収納部は、取り込み庫であり、前記紙幣処理
部は、真券で無いと判別され前記授受口に搬送された紙幣が抜き取られなかった場合に、
前記授受口の紙幣を前記取り込み庫へ搬送し、前記記録部は、前記取り込み庫に搬送され
た各紙幣の記番号を記録することとしても良い。
【００１５】
　また、上記の自動取引装置において、前記授受口に搬送された紙幣が抜き取られなかっ
た場合に、前記紙幣処理部は、前記授受口の紙幣及び前記一時収納部の紙幣を前記取り込
み庫へ搬送し、前記記録部は、前記取り込み庫に搬送された各紙幣の記番号を記録するこ
ととしても良い。
【００１６】
　また、上記の自動取引装置において、前記収納部は、金種別に紙幣を収納する複数のカ
セットであり、前記紙幣処理部は、前記一時収納部の紙幣を前記カセットに金種別に収納
する収納処理を更に行い、前記記録部は、前記収納処理の際に、前記カセットに収納され
た各紙幣の記番号と、各紙幣の収納先のカセットとを対応付けて記録することとしても良
い。
【００１７】
　また、上記の自動取引装置において、前記カセットに収納された各紙幣の記番号を媒体
に印字して出力する印刷部を更に備えることとしても良い。
【００１８】
　また、上記の自動取引装置において、前記印刷部は、前記カセットに収納された各紙幣
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の記番号を複数の媒体に分けて印字する場合には、各媒体に同一の取引ＩＤも印字するこ
ととしても良い。
【００１９】
　また、上記の自動取引装置において、前記印刷部は、前記カセットに収納された各紙幣
の記番号を複数の媒体に分けて印字することとしても良い。
【００２０】
　また、上記の自動取引装置において、前記印刷部は、少なくとも入金金額、口座番号、
残高のいずれか一つを、第１媒体に印字し、前記第１媒体の印字と共に、前記記番号を第
２媒体に印字することとしても良い。
【００２１】
　また、上記の自動取引装置において、前記印刷部は、各媒体に同一の取引ＩＤも印字す
ることとしても良い。
【００２２】
　また、上記の自動取引装置において、前記印刷部は、少なくとも入金金額、口座番号、
残高のいずれか一つと、各紙幣の記番号とを、同一の媒体に印字することとしても良い。
【００２３】
　また、上記の自動取引装置において、紙幣の記番号を含むメールを携帯端末に通知する
サーバに、前記カセットに収納された各紙幣の記番号を送信する送信部を更に備えること
としても良い。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように本発明によれば、自動取引装置の運用の際に発生する問題に適切に
対処することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】第１の実施形態に係る自動取引システム１の構成例を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る自動取引装置１０の内部構成例を説明するためのブロック
図である。
【図３】第１の実施形態に係る自動取引装置１０の動作例を示すフローチャートである。
【図４】第１の実施形態における電子ジャーナル部１４０の記録例を説明するための図で
ある。
【図５】第２の実施形態に係る自動取引装置１０の動作例を示すフローチャートである。
【図６】第２の実施形態における電子ジャーナル部１４０の記録例を説明するための図で
ある。
【図７】第３の実施形態に係る自動取引システム１の構成例を示す図である。
【図８】第３の実施形態に係る自動取引装置１０の動作例を示すフローチャートである。
【図９】第３の実施形態における電子ジャーナル部１４０の記録例を説明するための図で
ある。
【図１０】１枚のレシート３１０に紙幣の記番号を印字して出力した例を示す図である。
【図１１】２枚のレシート３２０、３２１に記番号を分けて印字して出力した例を示す図
である。
【図１２】記番号を別のレシートにまとめて印字して出力した例を図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２７】
　＜１．第１の実施形態＞
　（１－１．自動取引システムの構成例）
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　図１を参照しながら、第１の実施形態に係る自動取引システムの構成例について説明す
る。
【００２８】
　図１は、第１の実施形態に係る自動取引システム１の構成例を示す図である。図１に示
すように、自動取引システム１は、自動取引装置１０と、専用網２０と、金融機関ホスト
３０と、を備える。
【００２９】
　自動取引装置１０は、金融機関の顧客による操作に基づいて、顧客との間で紙幣等の現
金の取引を実行する顧客操作型端末である。自動取引装置１０は、例えば、金融機関の営
業店、コンビニエンスストア、駅構内等の多様な施設に設置されうる。
【００３０】
　自動取引装置１０は、顧客操作表示部１２と、通帳挿入口１４と、カード挿入口１６と
、授受口の一例である接客口１８とを備える。顧客操作表示部１２は、顧客による操作の
誘導画面を表示する表示部および顧客操作を検出する顧客操作部としての機能を有する。
表示部としての機能は、例えば液晶ディスプレイ装置等により実現される。顧客操作部と
しての機能は、例えばタッチパネルにより実現される。
【００３１】
　通帳挿入口１４は、顧客の通帳の挿入および排出を行う。カード挿入口１６は、顧客の
キャッシュカードの挿入および排出を行う。接客口１８は、顧客との間で現金の授受が行
われるものであり、顧客による紙幣の入金口、および顧客への紙幣の出金口としての機能
を有する。
【００３２】
　専用網２０は、金融機関のネットワークであり、例えばＩＰ－ＶＰＮ（Ｉｎｔｅｒｎｅ
ｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）により構成
される。自動取引装置１０は、通信部（不図示）を有し、専用網２０を介して金融機関ホ
スト３０と通信することができる。
【００３３】
　金融機関ホスト３０は、専用網２０を介して自動取引装置１０と通信することにより、
各種取引を制御するサーバである。例えば、金融機関ホスト３０は、自動取引装置１０を
操作する顧客の認証を行ったり、自動取引装置１０において顧客により指示された入金や
振込などの金銭取引（勘定の取引処理）を実行したりする。また、金融機関ホスト３０は
、口座番号、暗証番号、氏名、住所、年齢、生年月日、電話番号、職業、家族構成、年収
、預金残高などの顧客情報（口座の元帳）を管理する。
【００３４】
　（１－２．自動取引装置の構成例）
　図２を参照しながら、第１の実施形態に係る自動取引装置１０の構成例について説明す
る。
【００３５】
　図２は、第１の実施形態に係る自動取引装置１０の内部構成例を説明するためのブロッ
ク図である。図２に示すように、自動取引装置１０は、紙幣処理部１３０と、記録部の一
例である電子ジャーナル部１４０と、印刷部の一例であるレシートプリンタ部１５０とを
備える。なお、図２は、自動取引装置１０の一部の構成ユニットを示しているに過ぎず、
自動取引装置１０は、例えば通帳やキャッシュカード等に対する処理を行うユニットも有
する。
【００３６】
　紙幣処理部１３０は、紙幣に関する処理を行うためのものである。例えば、紙幣処理部
１３０は、接客口１８（図１参照）の紙幣を一時保留部１３６に入金する入金処理と、一
時保留部１３６の紙幣をカセット１３８Ａ～１３８Ｄに金種別に収納する収納処理と、カ
セット１３８Ａ～１３８Ｄの紙幣を接客口１８に出金する出金処理と、を行う。
【００３７】
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　図２に示すように、紙幣処理部１３０は、接客部１３２と、真偽判別部の一例である認
識処理部１３４と、一時収納部の一例である一時保留部１３６と、複数のカセット１３８
Ａ～１３８Ｄと、リジェクト庫１３８Ｅと、取り込み庫１３９とを有する。また、紙幣処
理部１３０は、紙幣を搬送する搬送部（不図示）も有する。
【００３８】
　接客部１３２は、図１に示す接客口１８を含み、紙幣の入金部及び出金部としての機能
を有する。認識処理部１３４は、入金処理や出金処理の際に紙幣の真偽を判定する。また
、認識処理部１３４は、紙幣を識別する記番号の読み取りも行う。一時保留部１３６は、
接客部１３２から投入され、認識処理部１３４により真券と判定された紙幣を、一時的に
収納（蓄積）する。カセット１３８Ａ～１３８Ｄは、例えば金種別に設けられ、一時保留
部１３６からの紙幣を金種別に収納する。リジェクト庫１３８Ｅは、出金の際にリジェク
ト紙幣と判定された紙幣を収納する。取り込み庫１３９は、接客部１３２のリジェクト紙
幣を顧客が取り忘れた際に、リジェクト紙幣を収納する。
【００３９】
　ここで、紙幣処理部１３０が行う処理の流れを説明する。入金処理では、紙幣処理部１
３０は、まず接客部１３２（接客口１８）に顧客等が投入した紙幣を計数し、認識処理部
１３４により紙幣の真偽判定を行う。そして、紙幣処理部１３０は、真券と判定された紙
幣を一時保留部１３６へ搬送して蓄積し、真券で無いと判定され紙幣を接客部１３２へ搬
送して顧客に戻す。
【００４０】
　入金処理の完了後に、紙幣処理部１３０は、一時保留部１３６に蓄積された紙幣を、カ
セット１３８Ａ～１３８Ｄへ搬送して収納する収納処理を行う。出金処理では、紙幣処理
部１３０は、顧客が要求した金額に対応する紙幣を、カセット１３８Ａ～１３８Ｄから認
識処理部１３４を経由して、接客部１３２へ搬送する。この際に、認識処理部１３４でリ
ジェクト紙幣と判定された紙幣は、リジェクト庫１３８Ｅに搬送される。なお、曲がって
搬送されている紙幣や、カセット１３８Ａ～１３８Ｄに混入した偽券（例えば、行員が装
填カセットに混入した偽券）等が、リジェクト紙幣として判定される。偽券の場合には、
専用の偽券取り込み庫に搬送しても良い。
【００４１】
　電子ジャーナル部１４０は、自動取引装置１０の取引履歴（例えば、入金取引、出金取
引等の履歴）や紙幣の搬送履歴等を電子的に記録する。電子ジャーナル部１４０は、例え
ばアプリケーション等からの書き込み要求があったときに、履歴（ログ等）を記録する。
このように履歴を記録することにより、後に問題が発生した時に履歴を参照することで、
顧客との間のトラブル等を解消することができる。
【００４２】
　ここで、電子ジャーナル部１４０は、入金処理や出金処理の際に、入金又は出金される
各紙幣の記番号を記録する。具体的には、電子ジャーナル部１４０は、入金処理の際に、
一時保留部１３６に搬送された各紙幣の記番号、及び接客部１３２へ搬送された各紙幣の
記番号を記録する。これにより、入金処理される各紙幣と、紙幣の搬送先とを特定しやす
くなる。また、電子ジャーナル部１４０は、出金処理の際に、接客部１３２へ搬送された
各紙幣の記番号、及びリジェクト庫１３８Ｅへ搬送された各紙幣の記番号を記録する。こ
れにより、出金処理される各紙幣と、紙幣の搬送先とを特定しやすくなる。
【００４３】
　また、電子ジャーナル部１４０は、記番号に加えて、入金又は出金される紙幣の枚数も
記録する。さらに、電子ジャーナル部１４０は、認識処理部１３４により真券で無いと判
別された（すなわち、リジェクト紙幣と判別された）理由も記録する。これにより、後に
、紙幣がリジェクトされた理由を容易に把握できる。
【００４４】
　レシートプリンタ部１５０は、例えばプリンタであり、取引が行われたことを証明する
証明書であるレシートを印刷する機能を有する。レシートプリンタ部１５０は、例えばア
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プリケーションから要求があったときに、媒体の一例であるレシートに印字する。
【００４５】
　（１－３．自動取引装置の動作例）
　図３を参照しながら、上述した構成を有する自動取引装置１０の入金取引時の動作例に
ついて説明する。
【００４６】
　図３は、第１の実施形態に係る自動取引装置１０の動作例を示すフローチャートである
。図３のフローチャートは、例えば自動取引装置１０の制御ユニットのＣＰＵが、ＲＯＭ
に記憶されているプログラムを実行することにより、実現される。なお、実行されるプロ
グラムは、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔ
ｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）、メモリカード等の記録媒体に記憶されても良く、インターネットを
介してサーバ等からダウンロードされても良い。
【００４７】
　図３のフローチャートは、顧客が、キャッシュカードをカード挿入口１６に挿入し、顧
客操作表示部１２で暗証番号を入力し、入金取引を選択したところから開始される（ステ
ップＳ１０２）。そして、顧客は、所望の枚数の紙幣を接客口１８（接客部１３２）に投
入したものとする。ここでは、４枚の紙幣が投入されたものとする。
【００４８】
　次に、紙幣処理部１３０は、投入された４枚の紙幣の計数を開始した後、認識処理部１
３４により、４枚の紙幣の記番号の読み取りを行う（ステップＳ１０４）。次に、紙幣処
理部１３０は、認識処理部１３４により、４枚の紙幣の真偽判定を行う（ステップＳ１０
６）。
【００４９】
　そして、ステップＳ１０６で紙幣が真券であると判定された場合には（Ｙｅｓ）、紙幣
処理部１３０は、真券と判定された紙幣を一時保留部１３６へ搬送する（ステップＳ１０
８）。ここでは、４枚のうちの３枚の紙幣が、真券と判定され一時保留部１３６へ搬送さ
れたものとする。次に、電子ジャーナル部１４０は、一時保留部１３６に蓄積された紙幣
の枚数及び記番号を記録する（ステップＳ１１０）。
【００５０】
　一方で、ステップＳ１０６で紙幣が真券でないと判定された場合には（Ｎｏ）、紙幣処
理部１３０は、真券で無いと判定されたリジェクト紙幣（例えば、偽造紙幣や、所定リス
トに含まれる紙幣、判定不可能な紙幣等）を接客部１３２へ搬送する（ステップＳ１１２
）。なお、所定リストは、注意を要する紙幣の一覧であり、予め記憶部等に記憶されてい
る。ここでは、残りの１枚のリジェクト紙幣が、接客部１３２へ搬送されるものとする。
次に、電子ジャーナル部１４０は、接客部１３２へ搬送（返却）されたリジェクト紙幣の
枚数と記番号を記録する（ステップＳ１１４）。その後、接客部１３２へ搬送されたリジ
ェクト紙幣は、顧客によって受け取られる（ステップＳ１１６）。
【００５１】
　図４は、第１の実施形態における電子ジャーナル部１４０の記録例を説明するための図
である。図４に示すように、電子ジャーナル部１４０は、入金取引の履歴情報を記録して
いる。そして、図４では、３枚の紙幣が一時保留部１３６へ搬送され（符号２０２の部分
）、一枚のリジェクト紙幣が接客部１３２へ返却された（符号２０３の部分）ことが記録
されている。なお、図４の「ＦＮ１００００００」等の番号は、シリアル番号（記番号）
の例である。
【００５２】
　電子ジャーナル部１４０は、接客部１３２へ返却したリジェクト紙幣がリジェクトされ
た理由も記録しても良い。例えば、図４では、リジェクト紙幣に関するシリアル番号の「
ＦＮ１０００００４　Ｂ」は、リジェクト紙幣が所定リストに含まれる紙幣であることを
示す。なお、リジェクトされる理由としては、他に、自動取引装置１０の動作不良等で紙
幣を判別できない、紙幣が汚れている等が挙げられる。
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【００５３】
　（１－４．第１実施形態の有効性）
　上述した第１実施形態によれば、一時保留部１３６へ搬送された紙幣の枚数及び記番号
と、接客部１３２へ返却された紙幣の枚数及び記番号とを電子ジャーナル部１４０へ記録
することにより、顧客が入金取引のために投入した紙幣全ての取引結果を記録することが
できる。
【００５４】
　このように取引結果を記録することで、紙幣の入金取引に伴う顧客のクレームに対して
、適切な対応が可能となる。例えば、投入した紙幣の分だけ口座に反映されていないとの
顧客クレームに対して、電子ジャーナル部１４０の記録に基づく対応（一例として、顧客
に電子ジャーナル部１４０の記録内容を見せて、リジェクト紙幣を返却したことを述べる
）が可能となる。
【００５５】
　また、上述したように、接客部１３２に返却されたリジェクト紙幣がリジェクトされた
理由も電子ジャーナル部１４０に記録することで、後からリジェクト理由を容易に調べる
ことが可能となる。
【００５６】
　＜２．第２の実施形態＞
　次に、図５及び図６を参照しながら、第２の実施形態について説明する。
【００５７】
　第２の実施形態に係る自動取引装置１０の構成例は、第１の実施形態と同様であるので
、詳細な説明は省略する。以下では、第２の実施形態に係る自動取引装置１０の動作例に
ついて説明する。具体的には、入金取引が完了する前に接客部１３２や一時保留部１３６
の紙幣が取り込み庫１３９に取り込まれる紙幣取込み処理について説明する。
 
【００５８】
　図５は、第２の実施形態に係る自動取引装置１０の動作例を示すフローチャートである
。図５のフローチャートは、入金取引において、接客部１３２に投入された複数の紙幣の
うち真券である紙幣が一時保留部１３６へ搬送され、リジェクト紙幣が接客部１３２に返
却された状態から開始される（ステップＳ２０２）。ここでは、真券である３枚の紙幣が
一時保留部１３６に搬送され、１枚のリジェクト紙幣が接客部１３２に返却されたものと
する。
【００５９】
　次に、紙幣処理部１３０は、例えば入金取引が成立していない（元帳に反映されていな
い）状態で顧客が自動取引装置１０から離れて、所定時間が経過した（タイムアウト）こ
とを検知する（ステップＳ２０４）。ここでは、顧客が、接客部１３２に返却された紙幣
を取り忘れたものとする。
【００６０】
　すると、紙幣処理部１３０は、接客部１３２に返却された１枚の紙幣と、一時保留部１
３６に蓄積された３枚の紙幣とを、取り込み庫１３９へ取り込む（ステップＳ２０６）。
この際に、電子ジャーナル部１４０は、取り込み庫１３９に取り込まれた４枚の紙幣の枚
数及び記番号を記録する（ステップＳ２０８）。次に、自動取引装置１０は、顧客操作表
示部１２の表示画面をアイドル画面へ戻し、その後の顧客の操作を待つ（ステップＳ２１
０）。
【００６１】
　図６は、第２の実施形態における電子ジャーナル部１４０の記録例を説明するための図
である。図６に示すように、電子ジャーナル部１４０は、取り込み庫１３９に取り込まれ
た４枚の紙幣の情報を記録している（符号２１２の部分）。
【００６２】
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　第２の実施形態によれば、紙幣取込み処理において、一時保留部１３６及び接客部１３
２から取り込み庫１３９へ取り込まれた紙幣の枚数及び記番号を電子ジャーナル部１４０
に記録することにより、顧客が取り忘れた紙幣（リジェクト紙幣）を特定することができ
る。また、複数の入金取引が行われて取り込み庫１３９に複数の紙幣が取り込まれても、
電子ジャーナル部１４０の記録に基づき、顧客に返却すべき紙幣を容易に特定でき、該当
するリジェクト紙幣を返却できる。更に、顧客の入金した紙幣の申告枚数と、実際の枚数
とが異なる場合に、電子ジャーナル部１４０の記録を証拠とすることもできる。
【００６３】
　＜３．第３の実施形態＞
　次に、図７～図９を参照しながら、第３の実施形態について説明する。
【００６４】
　図７は、第３の実施形態に係る自動取引システム１の構成例を示す図である。図７に示
す自動取引システム１では、第１の実施形態とは異なり、金融機関ホスト３０と携帯端末
６０が互いに通信を行う。例えば、金融機関ホスト３０は、携帯電話やスマートフォン等
の携帯端末６０に対して、自動取引装置１０の取引に関する電子メールを送信する。また
、携帯端末６０は、金融機関ホスト３０にアクセスして、取引に関する情報を取得し、表
示部に表示可能である。
【００６５】
　第３の実施形態に係る自動取引装置１０の構成例は、第１の実施形態と同様なので詳細
な説明は省略する。以下では、第３の実施形態に係る自動取引装置１０の動作例について
説明する。具体的には、一時保留部１３６の紙幣のカセット１３８Ａ～１３８Ｄへの収納
処理について説明する。
【００６６】
　図８は、第３の実施形態に係る自動取引装置１０の動作例を示すフローチャートである
。図８のフローチャートは、入金処理において、接客部１３２に投入された複数の紙幣の
うち真券である紙幣が一時保留部１３６へ搬送され、リジェクト紙幣が接客部１３２に返
却された状態から開始される（ステップＳ３０２）。ここでは、真券である３枚の紙幣が
一時保留部１３６に搬送され、１枚のリジェクト紙幣が接客部１３２に返却されたものと
する。
【００６７】
　次に、紙幣処理部１３０は、顧客が接客部１３２に返却された１枚のリジェクト紙幣を
抜き取った後に、例えば顧客による取引完了の操作を受け付けて、入金処理を終了させる
（ステップＳ３０４）。
【００６８】
　次に、紙幣処理部１３０は、一時保留部１３６に蓄積された紙幣をカセット１３８Ａ～
１３８Ｄに金種別に収納する収納処理を開始する（ステップＳ３０６）。一時保留部１３
６の紙幣は、対応する金種のカセット１３８Ａ～１３８Ｄに搬送されて収納される。また
、自動取引装置１０は、入金処理の結果を元帳に反映させる。
【００６９】
　次に、電子ジャーナル部１４０は、収納処理の際に、カセット１３８Ａ～１３８Ｄに収
納された各紙幣の記番号と、各紙幣の収納先のカセット１３８Ａ～１３８Ｄとを対応付け
て記録する（ステップＳ３０８）。このように記録することにより、各紙幣の収納先を容
易に特定できる。
【００７０】
　図９は、第３の実施形態における電子ジャーナル部１４０の記録例を説明するための図
である。図９に示すように、電子ジャーナル部１４０は、紙幣と収納先のカセットとを対
応づけて記録している（符号２２２の部分）。
【００７１】
　図８のフローチャートに戻って説明を続ける。電子ジャーナル部１４０による記録後に
、レシートプリンタ部１５０は、カセット１３８Ａ～１３８Ｄに収納された紙幣の記番号
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を印字したレシートを出力する（ステップＳ３１０）。入金された紙幣の枚数が多い場合
には、レシートプリンタ部１５０は、各紙幣の記番号を複数のレシートに分けて印字する
。なお、記番号を複数のレシートに分けて印字する場合には、同一の取引であることを示
すため、各レシートに同じ取引ＩＤを印字することが望ましい。
【００７２】
　図１０は、１枚のレシート３１０に紙幣の記番号を印字して出力した例を示す図である
。図１０に示すように、出力されたレシート３１０には、口座番号Ａ、残高Ｂ、入金Ｃ、
入金された３枚の紙幣の記番号Ｄに関する情報が印字されている。記番号Ｄは、金種別（
万券、千券）に更に細分化されている。なお、口座番号Ａ、残高Ｂ、入金Ｃは、全て印字
されていなくても良く、少なくともいずれか一つが印字されても良い。顧客は、レシート
３１０の印字内容を見ることにより、入金した紙幣の記番号を容易に特定できる。
【００７３】
　図１１は、２枚のレシート３２０、３２１に記番号を分けて印字して出力した例を示す
図である。自動取引装置１０は、入金された紙幣の枚数が多い（具体的には、１枚のレシ
ートに印字できる紙幣の枚数よりも多い）と判断した場合には、図１１に示すように、紙
幣の記番号を２枚（複数）のレシートに分けて印字する。ここでは、７枚の紙幣が入金さ
れたものとする。１枚目のレシート３２０には、口座番号Ａ、残高Ｂ、入金Ｃ、７枚の紙
幣のうちの４枚の紙幣の記番号Ｄ１に関する情報が印字され、２枚目のレシート３２１に
は、残りの３枚の紙幣の記番号Ｄ２に関する情報が印字されている。なお、図１１に示す
ように、金種別に記番号を印字しても良い。すなわち、１枚目のレシート３２０には、万
券の紙幣の記番号のみが印字され、２枚目のレシート３２１には、千券の紙幣の記番号の
みが印字されている。これにより、顧客は、金種の異なる紙幣の記番号を容易に特定でき
る。また、レシート３２０とレシート３２１を紐付けるために、各レシートに紐付け情報
（例えば、図１１に示すようなページ番号Ｅ１、Ｅ２）を印字しても良い。
【００７４】
　上述した図１０や図１１では、記番号Ｄを入金Ｃ等と一緒にレシートに印字しているが
、これに限定されない。例えば、図１２に示すように、出力される２枚のレシートのうち
、一方のレシートに入金Ｃ等を印字し、他方のレシートに記番号Ｄのみを印字することと
しても良い。
【００７５】
　図１２は、記番号を別のレシートにまとめて印字して出力した例を図である。図１２に
示すように、１枚目のレシート３３０には、口座番号Ａ、残高Ｂ、入金Ｃに関する情報が
印字され、２枚目のレシート３３１には、紙幣の記番号に関する情報が印字されている。
このように記番号をまとめて印字したレシート３３１を出力することで、顧客は、入金さ
れる紙幣が多い場合にレシート３３１を見るだけで、入金された全ての紙幣の記番号を特
定しやすくなる。
【００７６】
　レシートが印字されると、自動取引装置１０は、顧客操作表示部１２の表示画面をアイ
ドル画面へ戻し、その後の顧客の操作を待つ（ステップＳ３１２）。
【００７７】
　なお、上記では、カセット１３８Ａ～１３８Ｄに収納された紙幣の記番号をレシートに
印字することとしたが、これに限定されない。自動取引装置１０は、通信部により、紙幣
の記番号や取引ＩＤを含む電子メールを携帯端末６０に通知する金融機関ホスト３０に、
カセット１３８Ａ～１３８Ｄに収納された各紙幣の記番号を送信することとしても良い。
かかる場合には、顧客は、後で、携帯端末６０によりネットワークを経由して金融機関ホ
スト３０にアクセスして、取引ＩＤに基づき紙幣の記番号や搬送先のカセットの情報を取
得可能である。
【００７８】
　第３の実施形態によれば、カセット１３８Ａ～１３８Ｄに収納された紙幣の記番号を、
レシート、電子メール、取引ＩＤに基づきネットで参照することにより、顧客が入金した



(12) JP 5900195 B2 2016.4.6

10

20

30

40

紙幣の枚数、記番号を容易に特定できる。また、電子メールやネットで参照する場合には
、レシートを受け取る必要が無くなるので、顧客の利便性が向上する。
【００７９】
　＜４．まとめ＞
　上述したように、自動取引装置１０の電子ジャーナル部１４０は、入金処理又は出金処
理の際に、入金又は出金される各紙幣の記番号を記録する。これにより、入金又は出金さ
れた紙幣を容易に特定できるので、故意に交換された紙幣や混入した偽札等を識別しやす
くなる。また、紙幣の自動取引装置内の収納先も把握しやすくなるので、元々所持してい
た顧客に紙幣を返却しやすくなる。
【００８０】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【００８１】
　また、上述した自動取引装置１０の処理における各ステップは、必ずしもフローチャー
トとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、自動取引装置１
０の処理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で処理
されても、並列的に処理されてもよい。
【００８２】
　また、自動取引装置１０に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなどのハードウェア
を、上述した自動取引装置１０の各構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプ
ログラムも作成可能である。
【符号の説明】
【００８３】
　１０　　自動取引装置
　１８　　接客口
　３０　　金融機関ホスト
　６０　　携帯端末
　１３０　　紙幣処理部
　１３２　　接客部
　１３４　　認識処理部
　１３６　　一時保留部
　１３８Ａ～１３８Ｄ　　カセット
　１３８Ｅ　　リジェクト庫
　１３９　　取り込み庫
　１４０　　電子ジャーナル部
　１５０　　レシートプリンタ部
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